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■ 親族里親の要件検討に係る根拠法令等 

 

１ 児童福祉法施行規則 

 ○第１条の３９ 

  法第６条の４第３号に規定する厚生労働省令で定める者は、要保護児童の扶養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義

務者をいう。以下同じ。）及びその配偶者である親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、

拘禁、疾病による病院への入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。 

 

２ 里親制度運営要綱（国） 

 ○第５ ５親族里親への委託 

  （１）親族里親は、両親等児童を現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これら

の者による養育が期待できない場合において、当該児童の福祉の観点から、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的

に養育されるよう、扶養義務者及びその配偶者である親族に当該児童の養育を委託する制度である。 

  （２）委託について、「死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない

場合」には、虐待や養育拒否により養育が期待できない場合や精神疾患により養育できない場合なども含まれること。（省略） 

  （３）民法第８７７条第１条により、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。しかしながら、扶養義務がある場合であっ

ても、親族に養育を委ねた結果、その親族が経済的に困窮し、生計を維持することが困難となってしまう場合には、親族里親の制度

を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることができること。 
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 （参考）改正前 里親制度運営要綱（国） 

  （１）親族里親は、両親等児童を現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これら

の者による養育が期待できず、親族へその養育を委託しなければ、当該児童を児童福祉施設に入所させて保護しなければならない場

合において、当該児童を施設へ入所させるよりも家庭的な環境の中で養育することが児童の福祉の観点から適当な場合があることに

かんがみ、扶養義務者及びその配偶者である親族に当該児童の養育を委託する制度であること。 

  （２）委託について、「死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない

場合」には、精神疾患により養育できない場合なども含まれること。（省略） 

  （３）民法第８７７条第１条により、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。しかしながら、扶養義務がある場合であっ

ても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活が困窮するなど結果として施設の入所措置を余儀なくされる場合には、

親族里親の制度を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることができること。 

 


